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令和８年度 

 

 但馬の環境保全支援事業 

 

～補助のご案内～ 

 

 
 

受付期間 

令和８年４月１日（水）から 

５月 29日（金）まで（１次締切）※ 

※５月 29日（金）の１次締切時点で補助予定額に達しない場合は、 

10月 30日（金）を 2次締切として募集します。 
 

 

 

 

 

但馬・みらいと環境づくり協議会 

事務局：兵庫県但馬県民局県民躍動室環境課 
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１ 制度について 

但馬・みらいと環境づくり協議会は、但馬地域の環境づくりに関する実践活動団体、事業

者、関係市町、関係行政機関の代表者等をもって構成しており、各主体が連携し、但馬の財

産である豊かな自然を守り、地域資源を活用した環境の保全と創造への取り組みを推進する

ことを目的に活動しております。 

その事業の１つとして、但馬地域の環境保全のために活動する団体に対し、活動費用の一

部を補助することにより、活動を支援しています。 

 

２ 補助の要件 

(1) 対象者 

但馬管内に本拠をおき、管内で活動を行う環境保全活動に取り組む団体 

(2) 対象事業 

但馬管内において地域の問題として取り組む環境保全活動 

例：希少動植物保護（獣害対策を含む）、外来植物駆除、温暖化対策、 

漂着ごみ対策、環境啓発イベントへの出展、環境学習、その他これに準ずる事業 

※ただし、営利目的、宗教・政治目的事業や公序良俗に反する事業、単に団体の構成員の

みが利益を享受するような事業、学校教育機関が主体の事業は対象外となります。 

※委託費や印刷費などの外部発注経費及び外部講師等への謝金が補助金額の大半を占め

る事業については、その必要性も含めて慎重に審査します。 

 

３ 補助の内容・金額 

(1) 補助金額  

１事業あたり、10万円以内 

(2) 補助対象事業の期間 

令和８年４月１日～令和９年２月 28日の間に実施され、完了する事業 

(3) 補助対象経費 

申請事業に直接必要な経費（P6参照） 

(4) 交付決定前着手届について 

交付決定日までに事業を行う場合は、様式第６号の補助金交付決定前着手届を申請と合 

わせて提出してください。 

※審査結果により、不採択の場合もあります。 

※申請は、予算の範囲内で受け付けます。 

※申請数は、１団体あたり各締切１事業まで、全体を通して２事業までとします。 
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４ 交付申請 

 (1) 申請書（様式第１号） 

    インターネットからダウンロードしてください（「但馬の環境保全支援事業」で検索）。 

※Ｅメールでの送付、県民局環境課でのお渡しも可能です。 

(2) 受付期間 

令和８年４月１日（水）から令和８年５月 29日（金）まで（１次締切）（注１） 

２次締切 同 10月 30日（金）   

 

(注１)５月 29 日（金）の１次締切時点で補助予定額に達しない場合は、10 月 30 日（金） 

を 2次締切として募集します。 

 

(注２)受付期間前でも申請方法や申請書の書き方などのご相談は受け付けております。 

(3) 申請書提出 

    ア 但馬・みらいと環境づくり協議会事務局(但馬県民局地域躍動室環境課)まで来所日 

を連絡し、来所前に添付資料を含む申請書をメールもしくはＦＡＸで送付してくだ 

さい（送付資料は来所当日にご持参ください）。 

   イ 送付・持参された申請書、添付資料にもとづき内容等のヒアリングを行います。 

※郵送による申請は原則受け付けておりません。 

 

５ 事業の変更・中止 

  事業の内容（実施内容、金額、着手日等）に変更が生じた場合は事務局までご連絡くださ

い。変更承認申請が必要かを確認し、申請が必要な場合は申請書類等についてご案内します。 

  事業が中止となった場合は事務局にご連絡ください。申請書類等についてご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

６ 実績報告書の提出（事業完了後の手続） 

(1) 実績報告書類（様式第８号） 

    インターネットからダウンロードしてください（「但馬の環境保全支援事業」で検索）。 

※Ｅメールでの送付、県民局環境課でのお渡しも可能です。 

(2) 実績報告書作成 

実績報告書、経費の領収書等のコピー（※コピーの場合は原本確認を行います）、事業の

様子がわかる写真等をご提出ください。 

領収書のない経費は認めることができませんので、領収書は大切に保管してください。 

(3) 申請書提出 

    ア 但馬・みらいと環境づくり協議会事務局(但馬県民局地域躍動室環境課)まで来所日を 

連絡し、来所前に添付資料を含む実績報告書をメールもしくはＦＡＸで送付してく 

ださい（送付資料は来所当日にご持参ください）。 

※事業完了後（実績報告書作成完了後）30日以内もしくは２月 28日のいずれか早い

日までにご提出ください。 

   イ 送付・持参された実績報告書、添付資料にもとづき内容等のヒアリングを行います。 

※郵送による申請は原則受け付けておりません。 

    ウ 委託が補助金の大半を占める場合は、申請書のほかに契約書もしくは請書、仕様書、

実績報告書（受注者）を提出してください。 

※提出期限までに報告書の提出がない場合は、補助金の交付決定を取り消すことがあります。 

 

７ 補助金の支払い 

実績報告書を審査のうえ、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合

すると認められるときは、交付額確定通知書を送付します。交付額確定通知書をもとに精算

払請求書を作成してください。 

(1) 精算払請求書（様式第 10号） 

インターネットからダウンロードしてください（「但馬の環境保全支援事業」で検索）。 

※Ｅメールでの送付、県民局環境課でのお渡しも可能です。 

(2) 提出先 

但馬・みらいと環境づくり協議会事務局(但馬県民局地域躍動室環境課)あてにご提出く 

ださい。 
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補助金の申請から支払までの流れ（一例） 

 

 

申請団体 但馬・みらいと環境づくり協議会 

申請書提出（様式第１号） 

 

書類のチェック 

↓ 

↓ 

↓ 

選考委員会 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

（総会の事業承認） 

↓ 

 

 
事業実施 

(4/1-2/28 

の間） 

4/3～ 

（事前着手届を提出された場合） 

 

 

 

 

交付決定通知後 

 

 

 

 

 

 

（→変更承認申請（様式第４号）） 

 

実績報告書の作成 

 

 

 

 

 

 

 

（変更承認決定通知（様式第５号）） 

 

実績報告書の提出（様式第８号） 書類のチェック 

↓ 

 

↓ 

精算払 

 

精算払請求書の提出（様式第 10号） 

（注意） 

交付決定通知前に実施する場合は、事前着

手届（様式第３号）を提出してください。 

交付額確定通知（様式第９号） 

（注意） 

事業の内容（実施内容、金

額、着手日等）に変更が生

じた場合は事務局までご

連絡ください。 

交付決定通知（７月頃、様式第２号） 

事業の趣旨に合致した申請か、事務局で

確認 

・事業の要件を満たしているか、事業の優

先度等を踏まえ、審査 

・審査結果により、不採択の場合有り 
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別表 

 

※１ 謝金について、有識者以外に対して支払う場合は、必要不可欠であり支払い理由が妥 

当であると判断される場合に限る。 

※２ 補助対象経費の内訳について、個別に審査する場合がある。 

 

 

 

補助対象経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○謝金(講師、作業者)（当該申請団体会員を除く）  
○交通費（鉄道・ガソリン代等） 

○車借上げ料 

○コピー代、資料作成費 

○冊子印刷・広告宣伝費 

○消耗品費 

○保険料（当該申請団体会員は除く） 

○切手代、送料 

○会場費 

○機器、物品等のレンタル費用 

○事業に必要な外部発注経費 

○その他、但馬・みらいと環境づくり協議会で適正と認めた経費（事 

業に必要な範囲内の熱中症対策のための費用も可） 

補助対象外経費 ●当該申請団体会員人件費・保険料 

●記念品、景品類 

●領収書のない経費 

●飲食費・食材費 

●備品購入費（耐用年数１年以上のもの） 

●事業に直接関係のない経費 

補助金の額 予算の範囲内の額で、１事業あたり１００千円以内(ただし、千円未満の

端数は切り捨てる。) 

【問い合わせ先・申請書提出先】 

但馬・みらいと環境づくり協議会 

(事務局：兵庫県但馬県民局県民躍動室環境課) 

〒668-0025 豊岡市幸町 7-11 豊岡総合庁舎２階 

TEL：0796-26-3651 FAX：0796-24-7440 

Email：tajimakem@pref.hyogo.lg.jp 

tajimachiiki@pref.hyogo.lg.jp 

mailto:Tajimakem@pref.hyogo.lg.jp

